
第６次NACCS中年度更改における

申告添付登録（MSX）/申告添付訂正（MSY01）業務の

削除ファイル容量の増加について

※中年度更改実施予定日：2021年9月18日（土）23:15～19日（日）05:00

2021年8月

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

○対象業種

【海上】

通関業者

【航空】

航空会社、航空貨物代理店、通関業者、混載業者
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仕様変更前では９MBのファイルを添付した

場合、１MBしか容量が残っていないため、

たとえ過去に添付したファイルを削除した

としても、１MBを超えるファイルを添付す

ることができません。

仕様変更後では、たとえ９MBのファイルが

添付されていたとしても、有効ファイルサ

イズの容量が１０MBを超えないのであれば、

削除後に再度登録することが可能になりま

す。
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有効なファイルサイズ
＋削除したファイルサイズ（最大10MB）

11MB／10MB

①有効なファイルサイズ（最大10MB）
②有効なファイルサイズ
＋削除したファイルサイズ（最大30MB）
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本機能改善で添付ファイルの追加・削除による容量超過に伴う紙提出への切り替えが削減できます。

【変更前仕様】
添付ファイルの最大サイズは、「有効なファイルサイズ及び削除したファイルサイズ」の合計が最大１０ＭＢです。

【変更後仕様】
「有効なファイルサイズ」の合計を最大１０ＭＢ、「有効なファイルサイズ及び削除したファイルサイズ」の合計を最大３０ＭＢとします。
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MSY01入力画面に「残登録可能サイズ（全体）」項目及び「残登録

可能サイズ（有効分）」項目を表示します。IMS照会結果画面にも同

様の項目を表示します。

MSY01入力画面

申告添付一覧照会（IMS）結果画面

残登録可能サイズ（全体） ：登録可能な全体サイズ（３０MB－有効なファイルサイズ及び削除したファイルサイズの合計）
残登録可能サイズ（有効分）：登録可能なサイズ（１０MB－有効なファイルサイズの合計）
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MSX/MSY01業務の添付ファイルに関する制限項目
変更前
仕様

変更後
仕様

添付可能な1ファイルあたりのサイズの上限 3MB 3MB

1回の送信で添付可能な合計サイズの上限 10MB 10MB

有効なファイル及び削除したファイルの合計サイズの上限 10MB 30MB

有効なファイルの合計サイズの上限 10MB 10MB

（参考）添付ファイルサイズに関する上限の変更前後イメージ

本機能改善で、MSX/MSY01業務における有効なファイルサイズ（電磁的記録に

より提出できる容量）は１０MBから変更ありません。

※添付可能なファイル数は現行のまま変更はありません。（有効なファイル数は10ファイル、削除ファイルを含め50ファイルまで）



【本資料に関する問合せ先】

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

システム運用部

運用企画課 プログラム変更担当

E-Mail：pcr@naccs.jp
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